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教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

１ 日 時 

   平成２９年６月７日（水） 

    開会 １３時３０分 

    閉会 １４時２６分 

 

２ 場 所 

   教育委員室  

 

３ 出席委員及び欠席委員の氏名 

   出席委員 廣田恵子教育長、岩崎恭典委員、森脇健夫委員、黒田美和委員、 

原田佳子委員 

    欠席委員 なし 

 

４ 出席職員  

教育長 廣田恵子（再掲） 

副教育長 木平芳定、次長（教職員担当） 浅井雅之、 

次長（学校教育担当） 宮路正弘、次長（育成支援・社会教育担当） 辻善典、 

次長（研修担当） 山田正廣 

教育総務課 課長 長﨑敬之 

保健体育課 課長 野垣内靖、充指導主事 増田和史 

高校教育課 課長 德田嘉美、課長補佐兼班長 井ノ口誠充、班長 萬井洋 

社会教育・文化財保護課 課長 山本寛二、主幹 二見哲生、主査 上村一弘 

教育政策課 課長 辻成尚、課長補佐兼班長 山本順三 

   三重県立図書館 副参事兼企画総務課 課長 山口春年 

    

５ 議案件名及び採択の結果  

          件  名                                         審議結果 

   議案第１１号 三重県教育委員会指定管理者選定委員会委員の    原案可決 

任命について                   

   議案第１２号 三重県立図書館協議会委員の任命について       原案可決 

   議案第１３号 平成３０年度三重県立高等学校募集定員総数の       原案可決 

策定について  

    

６ 報告題件名 

          件  名 

   報告１ 第６４回東海高等学校総合体育大会について 

   報告２ 県外から入学した生徒の状況等について 
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７ 審議の概要 

・開会宣言 

  廣田恵子教育長が開会を宣告する。 

 

・会議成立の確認 

  全委員出席により会議が成立したことを確認する。 

 

・前回審議事項（平成２９年５月２２日開催）の審議結果の確認 

前回定例会審議結果の内容を確認し、全委員が了承する。 

 

・議事録署名人の指名 

原田委員を指名し、指名を了承する。 

 

・会議の公開・非公開の別及び進行の確認 

議案第１１号及び議案第１２号は、人事に関する案件のため、議案第１３号は、公

表前のため非公開で審議することを決定する。 

会議の進行は、公開の報告１から報告２の報告を受けた後、非公開の議案第１１号

から議案第１３号を審議する順番とすることを決定する。 

 

・審議事項 

報告１ 第６４回東海高等学校総合体育大会について （公開） 

(野垣内保健体育課長説明) 

  報告１ 第６４回東海高等学校総合体育大会について 

  第６４回東海高等学校総合体育大会について、別紙のとおり報告する。平成２９年

６月７日提出 三重県教育委員会事務局 保健体育課長。 

  １ページをご覧ください。 

  第６４回東海高等学校総合体育大会については、一部の競技を除いて平成２９年６

月１６日（金）から６月１８日（日）の期間で、３１種目に東海４県の各県代表が参

加し、２ページ別紙１にありますように、三重県内各地で開催されます。 

  なお、陸上競技、テニス、ホッケーについては愛知県で、カヌーについては岐阜県

で開催されます。 

  総合開会式につきましては、１ページ「９ 総合開会式」をご覧ください。平成２

９年６月１７日（土）午前１０時４５分から、三重県営サンアリーナにおいて開催さ

れ、各県高体連関係者及び教育委員会関係者と、当アリーナを試合会場とするバドミ

ントン競技及び体操競技の出場者が参加する予定です。県教育委員会からは、教育長

に出席していただきご挨拶をしていただく予定です。 

  選手宣誓は、三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技優勝校の皇學館高等学

校男子主将の大西 魁（おおにし かい）さん、女子主将の梅村 愛理（うめむら あ

いり）さんが行う予定です。 

  また、９月１０日（日）には、東海高等学校定時制通信制体育大会を、１１月２６
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日（日）には、東海高等学校駅伝競走大会を、それぞれ三重県内にて開催する予定で

す。 

  以上でございます。 

 

【質疑】 

教育長 

  報告１について、いかがでございましょうか。 

 

－全委員が本報告を了承する－ 

 

・審議事項 

報告２ 県外から入学した生徒の状況等について （公開） 

(德田高校教育課長説明) 

  報告２ 県外から入学した生徒の状況等について 

  県外から入学した生徒の状況等について、別紙のとおり報告する。平成２９年６月

７日提出 三重県教育委員会事務局 高校教育課長。 

  １ページをご覧ください。 

  平成２９年５月１１日から５月１９日までの間に全日制県立高等学校を対象として

行った「県外から入学した生徒の状況」の調査結果及び今後の対応等について、報告

いたします。 

まず、「１ 県外から入学した生徒の状況」につきまして、県外から入学した生徒

は、平成２９年５月１１日現在、全日制の県立高校５５校のうち、４９校に３２３人

在籍しています。その中で、覚書等により保護者が県内に居住する必要がない生徒や

県外から転校してきた生徒を除く２３８人のうち、１１６人（８校）の生徒の保護者

が県内に居住していないことがわかりました。 

これまでに把握していた４９人の生徒は、（１）在籍状況にあります、１から４の

いなべ総合学園、朝明、四日市中央工業、菰野、四日市工業の２、３年生でした。そ

れが、今回、１１６人となったことについて説明いたします。 

  まず、四日市工業の４人の生徒の保護者は、県内に居住しましたので、該当者はい

なくなりました。 

また、いなべ総合学園では、２、３年生で新たに３人確認いたしました。その結果、

４９人が４８人となりました。四日市工業１年生の該当者はいませんでしたので、４

校の１年生３８人と、新たに四日市商業、白山、名張、相可の４校で３０人の生徒が

該当いたしましたので、全体で１１６人となりました。詳細につきましては、ご覧の

とおりでございます。 

２ページをご覧ください。（２）出身都道府県名につきましては、愛知県が５２名

で、一番多く在籍していました。（３）生徒が入学に際して在籍校を選択した理由は、

部活動だけでなく、学校や学科に魅力を感じて入学している生徒もおりました。 

（４）生徒の居住形態につきましては、下宿・アパートで生活しているという生徒

が大半でありました。 
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（５）生徒の生活につきましては、下宿・アパートの管理人が世話や見守りをして

いるケースが一番多く、そのほか、部活動関係者（ＯＢ・ＯＧ・顧問）が世話や見守

りをしているというケースがありました。（６）保護者が県内に居住していない経緯

と、保護者の生徒への見守り方につきましては、出願時の手続きだけでよいと思った

保護者が多くおりました。見守り方につきましては、表をご覧ください。 

（７）生徒の入学に関する、教職員の関わりにつきましては、保護者からの相談を

受けて、居住場所や就職先を紹介しております。 

続きまして、３ページをご覧ください。 

「２ 在籍する生徒への対応」について説明いたします。保護者の県内への転居を

まずは求めますが、転居できない場合につきましては、生徒の学習の機会を保障する

ため、学校と保証人の役割を明確にして、責任を持って生徒の安全安心が確保される

体制を整えたうえで、生徒と保護者から、「在学承認申請書」、「保証人届」の提出

により、規則違反の状況を解消いたします。「保証人届」には、保証人の役割を明記

し、保護者は、保証人が保護者に代わって、その役割を担うことの承認を得たうえで

提出するものといたします。 

生徒の居住する下宿等における安全管理につきましては、学校が定期的な訪問によ

り、生徒の生活状況等を把握し、県教育委員会に報告することといたします。 

続きまして、「３ 平成３０年度入学者選抜における対応」について説明いたしま

す。すでに進路実現に向けて努力を重ねている現中学３年生への影響に配慮いたしま

して、平成３０年度入学者選抜におきましては、保護者の県内転住を原則としつつ、

保証人となる者が確保されている場合については、出願できることといたします。 

そのため、平成２９年１０月に策定いたします「平成３０年度三重県立高等学校へ

の県外からの入学志願者取扱要綱」の「入学志願できる者」に、「保護者が志願学区

に転住することができない場合には、保証人となる者が確保されている者」を加えま

す。これに該当する出願者につきましては、校長が出願時に、保証人がその役割を果

たすことが可能かを確認することといたします。入学後は、学校が定期的な面談によ

り保証人の生徒の見守り状況等を把握し、県教育委員会に報告することといたします。 

また、保護者の県内転住による出願者については、入学時に保護者の住民票の提出

を求めるとともに、家庭訪問により県内に居住していることを確認いたします。再発

防止につきましては、制度とその手続きについて、県外からの入学志願者説明会で説

明して徹底をいたします。 

４ページをご覧ください。「４ 平成３１年度以降の入学者選抜について」、平成

２９年度の入学者選抜の検証を行う三重県立高等学校入学者選抜制度検証会を平成

２９年６月１２日に開催し、県外から入学した生徒の状況等についても説明をし、県

外からの受検について意見を求めます。 

その意見を踏まえまして、学校の魅力向上や地域活性化等の観点から平成３１年度

以降の入学者選抜に係る検討をする必要が生じた場合には、検討会を７月に設置し、

平成３０年３月に公表する平成３１年度入学者選抜実施方針に反映いたします。 

「５ 教育委員会の責任について」を説明いたします。教員は、生徒の安全安心の

確保の観点から、入学に関する規定を十分理解したうえで、指導にあたる責任があり
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ます。 

県教育委員会は、制度を的確に執行すべき責任がありますが、そのことを担保する

仕組みを設けておらず、学校への制度の周知、指導が不十分でした。また、実態を知

り得る状況であったにもかかわらず、確認することがありませんでした。これらのこ

とにより、規則に反する状況が慣例的に継続してきたところであり、組織運営の問題

があったものです。 

したがって、本事案においては、個々の教員の責任というよりも組織としての責任

が問われるべきであることから、現在、在学する１年生から３年生の入学に関する事

務を統括していた県教育委員会事務局高校教育課の課長に対し「厳重注意」を行いま

した。 

該当８校の校長に対しては、今後、規則に基づく適正な学校運営や、所属教職員へ

の指導監督、県外出身の在校生の安全安心の確保の取組を確実に行うよう、指示を行

いました。 

該当校の関係職員には、校長から、県外出身生徒に係る規定を理解し、該当生徒が

安全安心な学校生活が送れるよう指導いたします。 

以上で、県外から入学した生徒の状況等についての報告を終わります。 

 

【質疑】 

教育長 

  報告２について、いかがでございましょうか。 

岩崎委員 

  保証人は、高校生の入学にあたっては、必ず立てるものなんですか。 

高校教育課長 

  本来、保証人というのは、自宅を離れて遠隔地から通学するという場合にのみ適用

されているものです。 

岩崎委員 

  そうですか。そうすると、その保証人の住所は、その学校から通える範囲内にいな

ければいけないとか、そういう規定はあるんでしょうか。 

高校教育課長 

  一家の生計を営む者であったり、学校近辺に居住しているというのが、これまでの

規則の中で定められていることであります。 

岩崎委員 

  それは、これからもそういう形で委任される予定でしょうか。 

高校教育課長 

  これからにつきましては、今回の件にかかわる保証人につきましては、今、お話し

させていただきました、３ページに保証人の役割のところがありますが、その役割を

担っていける人が保証人として任を果たしていただけるということです。今回、新た

に役割を明示して、そういう方であれば、保証人になれるというふうにさせてもらっ

ています。 

岩崎委員 
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  わかりました。保証人をどういうふうに選定するのかというのが、今回の県外から

来る子どもたちの安全安心の確保にどういうふうに役に立つのかというところで、保

証人になる人が、具体的にきっちりと確保できるという仕組みを再構築するんだとい

うお話ですから、そこは一安心できると思っているんですが。 

もう一つ、１ページのところで、今回、いろいろと議論になったのは、一つには野

球、サッカー、ラグビーといった部活動をやっていてという話でしたが、例えば、そ

ういう県内に保護者が居住していないというくくりでいうと、こうなのかもしれない

ですが、例えば、相可高校の調理の子であるとか、親族と同居しているという名張の

子であるとか、こういうのも今回は保証人をもう一度ちゃんと置き直すみたいな対象

になるんですか。 

高校教育課長 

  今回、中学３年生への対応といたしましては、現在、すでに入試の方針とかを定め

ておりますので、そういったことに影響を及ぼすことを配慮して今回の対応策を考え

させてもらったものでありますので、具体的にそういうことを広げていくというよう

な意味ではなくて、中学３年生への影響を配慮しているということになります。 

岩崎委員 

  そういうことですか、なるほど。 

森脇委員 

  ４ページの入学者選抜制度検証会ということについて、もう少し具体的にどういう

メンバーで何回ぐらい開催されて、どういうことを提言するのかということなどを教

えていただけないでしょうか。 

高校教育課長 

  例年、「入学者選抜制度検証会」というのを開催しておりまして、前年度に実施い

たしました入学者選抜につきまして、その運用等を検証いたしまして、その次の入学

者選抜に生かしていくということを目的としているものでございます。年間に例年で

すと３回開催しております。 

森脇委員 

  構成メンバーを。 

高校教育課長 

  県立校長会、公立の小中学校長会、高等学校の職員代表、中学校の教職員の代表、

私学協会、ＰＴＡ連合会で構成をしております。 

森脇委員 

  わかりました。そして、その検証会でいろんな意見を踏まえて、次の平成３１年度

入学者選抜実施方針に反映するということですが、その意見によっては、平成３１年

度の入学者選抜実施方針から方針が変わることもあるということを含んでの検証に

なるのでしょうか。 

高校教育課長 

  今回におきましては、県外からの入学した生徒につきましても、またご意見を伺う

という形で想定をしておるところですが、その中でさまざまなご意見を伺いまして、

そのときに必要が生じれば、ここにも書かせてもらいましたように検討会というのを
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開催して、その制度について考えていくという形で進めていきたいと思っております。 

森脇委員 

  ということは、必要がなければ開催しないということですか。 

高校教育課長 

  必要がなければ開催しないということもあります。 

森脇委員 

  わかりました。一応質問は以上です。 

教育長 

  補足することとかもありましたら。 

岩崎委員 

  ４ページの最後のところに教育委員会の責任という部分がありますね。こういう中

で、確かに私も四日市におりますから、クラブを頑張っている県立高校でこういうこ

とがあるということは聞いてはおりました。 

  ただ、それが規則に反する状態が慣例的に継続してきたというところが、今回の大

きな問題だろうと思うんですが。その組織運営の問題があったというふうに総括をさ

れていますが、具体的には慣例的に継続してきたことを検証せずに毎年やってきたと

いう意味での組織運営の問題というふうに総括されたということでよろしいんでし

ょうか。それとも、より具体的に組織運営の問題があるのかどうかということですが。 

高校教育課長 

  実態を知り得る状況はあったというふうに考えてはおりますが、そのことを具体的

に確認するような術を講じていかなかったというところに組織上の問題があるとい

うふうに捉えております。 

木平副教育長 

  ちょっと補足させていただきますと、県外から志願いただく場合に、まず、県教育

委員会事務局の高校教育課が、県外から志願される保護者の方、お子さんに来ていた

だいて、２月なり１月なりの決まった時期に、志願書とともに必要書類を提出いただ

きます。教育委員会事務局で審査をさせていただいて、条件に適応していれば志願の

許可をさせていただきます。その許可書を保護者の方にお渡しいただいて、保護者の

方は、それを持って希望する学校への志望志願書とともに、その学校へ出します。で

すので、合格すれば入学許可をするということであります。教育委員会としては、そ

こまでで入学志願の許可をして、学校のほうは教育委員会のほうで入学志願手続きは

一定終わっているという中で、今、委員おっしゃっていただいたように、その後、４

月以降入学した後、実際にその必要条件とされている保護者の転居がどういう状態に

なっていたのかということをきちっと確認する仕組みを、教育委員会としては全く設

けていなかったということに加えまして、県外からの入学された子どもらのそういっ

た手続の規定といった部分についても、各学校に対して周知や指導について十分でな

かったということが相まって、今おっしゃっていただいたような、継続的に慣例的に

続いていたということがございましたので、そういう意味で学校の責任というのはも

ちろんありますが、根本的には教育委員会事務局の今申し上げたような部分が組織運

営上の責任という形で、今回は問題があったのかというふうに整理をさせていただき
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ました。 

教育長 

  よろしいですか。 

    

－全委員が本報告を了承する－ 

 

・審議事項 

議案第１１号 三重県教育委員会指定管理者選定委員会委員の任命について （非公開） 

山本社会教育・文化財保護課長が説明し、委員審議のうえ採決の結果、全委員が承

認し、本案を原案どおり可決する。 

 

・審議事項 

議案第１２号 三重県立図書館協議会委員の任命について （非公開） 

山本社会教育・文化財保護課長が説明し、委員審議のうえ採決の結果、全委員が承

認し、本案を原案どおり可決する。 

 

・審議事項 

議案第１３号 平成３０年度三重県立高等学校募集定員総数の策定について （非公開） 

辻教育政策課長が説明し、委員審議のうえ採決の結果、全委員が承認し、本案を原

案どおり可決する。 


